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衆
議
院
議
員
稲
見
哲
男
君
提
出
青
森
県
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
の
劣
化
ウ
ラ
ン
試
験
運
転
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
（
以
下
「
サ
イ
ク
ル
機
構
」
と
い
う
。
）
人
形
峠
環
境
技
術
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
及
び
日
本
原
燃
株
式
会
社
（
以
下
「
日
本
原
燃
」
と
い
う
。
）
六
ヶ
所
ウ
ラ
ン
濃
縮
工
場
（
以
下
「
原
燃
濃
縮

工
場
」
と
い
う
。
）
の
劣
化
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ン
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
二
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
ウ
ラ
ン
に
係
る
当
該
比
率

の
平
均
値
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
貯
蔵
量
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

現
在
、
そ
れ
ぞ
れ
二
千
五
百
九
十
六
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
及
び
七
千
百
七
十
三
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の
施
設

に
貯
蔵
さ
れ
た
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
正
な
管
理
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
個
別
の
施
設
ご
と
に

貯
蔵
量
を
お
示
し
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
原
子
炉
等
規
制
法
」
と
い
う
。
）
上
の
事
業
の
区
分
に
従
っ
て
分
類
し
た
施
設

の
種
別
に
、
同
日
現
在
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
貯
蔵
量
を
お
示
し
す
れ
ば
、
加
工
施
設
に
お
け
る
も
の
が
九
十
五
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
、

原
子
炉
施
設
に
お
け
る
も
の
が
二
千
十
三
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
、
再
処
理
施
設
に
お
け
る
も
の
が
二
百
五
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
、
使
用

一



施
設
に
お
け
る
も
の
が
二
百
二
十
三
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
で
あ
る
。

二
及
び
十
四
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
使
用
済
燃
料
の
代
わ
り
に
放
射
能
の
低
い
劣
化
ウ
ラ
ン
を
通
流
さ
せ
て
日
本
原
燃
の

六
ヶ
所
再
処
理
工
場
（
以
下
「
原
燃
再
処
理
工
場
」
と
い
う
。
）
の
機
能
及
び
性
能
を
確
認
す
る
試
験
運
転
（
以
下
「
本
件

ウ
ラ
ン
試
験
」
と
い
う
。
）
に
使
用
す
る
劣
化
ウ
ラ
ン
の
調
達
に
係
る
事
実
経
過
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
原
燃
と
し
て
は
、
本
件
ウ
ラ
ン
試
験
に
使
用
す
る
劣
化
ウ
ラ
ン
の
調
達
計
画
を
平
成
十
三
年
度
に
策
定
し
た
際
、
原

燃
濃
縮
工
場
及
び
セ
ン
タ
ー
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
劣
化
ウ
ラ
ン
の
使
用
の
可
能
性
を
ま
ず
検
討
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原

燃
濃
縮
工
場
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
工
場
か
ら
搬
出
す
る
た
め
に
必
要
な
原
子
炉
等
規
制

法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
の
取
得
が
本
件
ウ
ラ
ン
試
験
を
予
定
ど
お
り
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
時
期
ま
で
に
間
に
合
わ
な

い
見
込
み
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
使
用
を
断
念
し
た
。
ま
た
、
セ
ン
タ
ー
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、

劣
化
ウ
ラ
ン
を
貯
蔵
用
の
シ
リ
ン
ダ
か
ら
輸
送
用
の
シ
リ
ン
ダ
に
移
し
替
え
る
作
業
に
要
す
る
時
間
を
踏
ま
え
て
考
え
る

と
、
本
件
ウ
ラ
ン
試
験
に
必
要
な
約
五
十
三
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
す
べ
て
を
セ
ン
タ
ー
か
ら
調
達
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
期
限
ま
で
に
納
入
可
能
な
約
二
十
七
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
の
み
を
セ
ン
タ
ー

二



か
ら
調
達
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
後
、
約
二
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
を
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
株
式
会
社
か
ら
調
達
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
残
り
の
約
二
十
四
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
国
内
に
お
い
て
調

達
先
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
た
め
、
調
達
先
を
指
定
せ
ず
に
三
菱
原
子
燃
料
株
式
会
社
（
以
下
「
三
菱
原
燃
」
と
い
う
。
）

に
調
達
を
委
託
し
た
と
こ
ろ
、
三
菱
原
燃
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
か
ら
輸
入
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
本
件
ウ
ラ
ン
試
験
で
使
用
す
る
ウ
ラ
ン
粉
末
に
つ
い
て
は
当
該
粉
末
に
含
ま
れ
る
フ

ッ
素
を
一
定
量
以
下
に
抑
え
る
必
要
が
あ
り
、
海
外
を
含
め
た
調
査
の
結
果
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
ウ
ラ
ン
粉
末
を

製
造
で
き
る
設
備
を
有
す
る
会
社
が
三
菱
原
燃
の
み
で
あ
っ
た
た
め
、
三
菱
原
燃
の
再
転
換
設
備
を
用
い
て
米
国
か
ら
輸
入

し
た
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
を
八
酸
化
三
ウ
ラ
ン
に
再
転
換
す
る
こ
と
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

三
菱
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
本
来
の
所
有
者
」
に
つ
い
て
は
、
三
菱
原
燃
が
劣
化
ウ
ラ
ン
を
調
達
し

た
「
米
国
濃
縮
ウ
ラ
ン
会
社
」
か
ら
特
定
で
き
な
い
と
の
説
明
を
受
け
て
お
り
、
ま
た
、
三
菱
原
燃
が
「
米
国
濃
縮
ウ
ラ
ン

三



会
社
」
か
ら
調
達
し
た
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
、
「
本
来
の
所
有
者
」
が
「
米
国
濃
縮
ウ
ラ
ン
会
社
」
に
そ
の
所
有
権
を
無

償
で
譲
渡
し
た
も
の
か
否
か
は
承
知
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

劣
化
ウ
ラ
ン
を
含
む
核
物
質
の
輸
入
に
つ
い
て
、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
。

以
下
「
外
為
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
輸
入
の
承
認
を
行
う
際
に
は
、
輸
入
す
る
核
物
質
の
国
内
に

お
け
る
使
用
等
に
必
要
な
原
子
炉
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
等
が
な
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
劣
化
ウ
ラ
ン
が
軍
事
目
的
の
濃
縮
工
程
で
発
生
し
た
も
の
」
か
否
か
は
審
査
項
目
と
し
て
お
ら

ず
、
お
尋
ね
の
三
菱
原
燃
が
調
達
し
た
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
、
軍
事
目
的
の
濃
縮
工
程
で
発
生
し
た
も
の
か
否
か
は
承

知
し
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
米
国
原
子
力
規
制
委
員
会
（
Ｎ
Ｒ
Ｃ
）
の
資
料
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
事

業
者
が
必
要
と
す
る
純
度
」
に
つ
い
て
正
確
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
三
菱
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、

「
米
国
濃
縮
ウ
ラ
ン
会
社
」
か
ら
劣
化
ウ
ラ
ン
を
調
達
す
る
際
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
に
よ
っ
て
回
収
さ
れ
る
ウ
ラ
ン
に

四



は
核
分
裂
生
成
物
な
ど
の
不
純
物
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
ウ
ラ
ン
で
は
な
く
天
然
ウ
ラ
ン
を
濃
縮
す
る
こ
と

に
伴
っ
て
発
生
し
た
劣
化
ウ
ラ
ン
を
納
入
す
る
こ
と
を
契
約
上
の
条
件
に
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

三
菱
原
燃
は
、
米
国
商
社
を
通
じ
て
「
米
国
濃
縮
ウ
ラ
ン
会
社
」
か
ら
御
指
摘
の
劣
化
ウ
ラ
ン
を
調
達
し
て
い
る
が
、
有

償
で
あ
る
か
無
償
で
あ
る
か
を
含
め
、
そ
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
三
菱
原
燃
等
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た

め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

八
、
九
、
十
九
、
二
十
四
及
び
二
十
五
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
輸
送
に
係
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
の
調
達
費
用
の
一
部
と
し

て
、
日
本
原
燃
が
、
ウ
ラ
ン
粉
末
及
び
模
擬
燃
料
集
合
体
を
日
本
原
燃
に
納
入
す
る
三
菱
原
燃
並
び
に
模
擬
燃
料
集
合
体
を

日
本
原
燃
に
納
入
す
る
株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ニ
ュ
ー
ク
リ
ア
・
フ
ュ
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
（
以
下
「
Ｇ
Ｎ
Ｆ
Ｊ
」
と
い

う
。
）
及
び
原
子
燃
料
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
原
燃
工
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
調

達
費
用
は
、
会
計
上
、
再
処
理
施
設
建
設
工
事
費
と
し
て
処
理
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
三
菱
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
輸
送
に
か
か
わ
る
全
費
用
」
の
額
に
つ
い
て
は
、
商
業
上
の
秘

五



密
で
あ
る
た
め
、
回
答
は
差
し
控
え
た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
も
そ
の
額
は
承
知
し
て
い
な
い
。

十
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
米
国
製
劣
化
ウ
ラ
ン
の
輸
入
、
海
上
輸
送
及
び
国
内
陸
上
輸
送
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き

必
要
と
さ
れ
る
手
続
並
び
に
当
該
手
続
に
係
る
申
請
等
が
さ
れ
た
日
及
び
許
可
等
を
し
た
日
は
別
表
第
一
の
と
お
り
で
あ

る
。

十
一
に
つ
い
て

三
菱
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
米
国
製
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
約
二
十
四
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ

ラ
ン
を
製
品
と
し
て
日
本
原
燃
に
納
入
す
る
た
め
、
歩
留
ま
り
を
考
慮
し
て
約
二
十
六
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン

を
輸
入
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
本
年
四
月
三
十
日
現
在
で
酸
化
ウ
ラ
ン
粉
末
へ
の
再
転
換
を
終
了
し
て
い
る

約
二
十
二
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
に
所
在
す
る
三
菱
原
燃
の
貯
蔵
施
設
に
保

管
し
て
お
り
、
残
り
の
約
四
ト
ン
・
ウ
ラ
ン
の
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
に
所
在
す
る
三
菱
原
燃

の
再
転
換
施
設
に
お
い
て
本
年
六
月
中
旬
に
再
転
換
を
終
了
す
る
予
定
で
再
転
換
の
作
業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

六



十
二
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
米
国
製
劣
化
ウ
ラ
ン
に
つ
い
て
は
、
酸
化
ウ
ラ
ン
粉
末
の
形
態
で
原
燃
再

処
理
工
場
に
搬
入
し
た
後
、
硝
酸
に
よ
り
溶
解
し
、
ウ
ラ
ン
溶
液
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
と
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
「
日
本
原
燃
株
式
会
社
再
処
理
施
設
の
試
験
運
転
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
四
年
八
月
三
十
日
付
け
通

達
平
成
十
四
・
八
・
〇
九
原
院
第
一
号
）
に
基
づ
き
、
本
年
三
月
十
七
日
に
日
本
原
燃
か
ら
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保

安
院
に
提
出
さ
れ
た
「
再
処
理
施
設
ウ
ラ
ン
試
験
計
画
書
」
に
よ
れ
ば
、
当
該
ウ
ラ
ン
溶
液
は
、
再
処
理
施
設
の
分
離
施
設
、

精
製
施
設
及
び
脱
硝
施
設
に
お
け
る
機
能
及
び
性
能
の
確
認
の
た
め
に
使
用
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

十
三
に
つ
い
て

サ
イ
ク
ル
機
構
は
、
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ
て
い
る
劣
化
ウ
ラ
ン
を
搬
出
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
に
係
る
原
子
炉
等
規

制
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
既
に
受
け
て
い
た
た
め
、
今
般
、
お
尋
ね
の
劣
化
ウ
ラ
ン
を
搬
出
す
る
に
当
た
り
、
改
め
て
、

原
子
炉
等
規
制
法
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

十
五
に
つ
い
て

サ
イ
ク
ル
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
セ
ン
タ
ー
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
劣
化
ウ
ラ
ン
の
所
有
者
は
サ
イ
ク
ル
機
構
で
あ

七



っ
た
が
、
そ
の
一
部
は
、
サ
イ
ク
ル
機
構
と
電
力
会
社
と
の
間
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
、
電
力
会
社
か
ら
無

償
で
譲
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
残
り
は
、
サ
イ
ク
ル
機
構
の
研
究
活
動
の
過
程
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。

ま
た
、
三
菱
原
燃
が
サ
イ
ク
ル
機
構
か
ら
調
達
し
た
劣
化
ウ
ラ
ン
の
価
格
に
つ
い
て
は
、
有
償
で
あ
る
か
無
償
で
あ
る
か

を
含
め
、
三
菱
原
燃
の
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
な
ど
が
あ
る
た
め
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

十
六
に
つ
い
て

サ
イ
ク
ル
機
構
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
劣
化
ウ
ラ
ン
の
詰
め
替
え
作
業
」
は
、
平
成
十
四
年
六
月
六
日
に

開
始
し
、
平
成
十
五
年
三
月
二
日
に
終
了
し
て
お
り
、
三
菱
原
燃
が
サ
イ
ク
ル
機
構
に
対
し
て
そ
の
費
用
を
支
払
っ
た
と
の

こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
当
該
費
用
に
つ
い
て
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
の
調
達
費
用
の
一
部
と
し
て
、
今
後

日
本
原
燃
が
三
菱
原
燃
に
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

十
七
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
同
セ
ン
タ
ー
が
六
ヶ
所
再
処
理
工
場
に
供
給
す
る
ウ
ラ
ン
試
験
用
劣
化
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六
フ
ッ
化
ウ
ラ
ン
」
は
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
に
所
在
す
る
三
菱
原
燃
の
再
転
換
施
設
に
お
い
て
再
転
換
さ
れ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
セ
ン
タ
ー
か
ら
当
該
加
工
施
設
へ
の
輸
送
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
必
要
と
さ
れ
る
手
続

並
び
に
当
該
手
続
に
係
る
申
請
等
が
さ
れ
た
日
及
び
許
可
等
を
し
た
日
は
別
表
第
二
の
と
お
り
で
あ
る
。

十
八
及
び
二
十
三
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
「
再
転
換
先
か
ら
燃
料
成
形
加
工
先
」
及
び
燃
料
加
工
「
三
社
か
ら
六
ヶ
所
再
処
理

工
場
」
へ
輸
送
す
る
核
燃
料
物
質
は
、
劣
化
ウ
ラ
ン
に
係
る
二
酸
化
ウ
ラ
ン
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
原
子
炉
等
規
制
法

等
関
係
す
る
法
令
の
規
定
上
、
当
該
輸
送
に
つ
い
て
は
特
段
の
手
続
は
要
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

二
十
及
び
二
十
二
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
同
セ
ン
タ
ー
か
ら
供
給
さ
れ
た
劣
化
ウ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
模
擬
燃

料
集
合
体
へ
の
成
型
加
工
を
す
べ
て
終
了
し
、
現
在
は
、
茨
城
県
那
珂
郡
東
海
村
に
所
在
す
る
三
菱
原
燃
の
貯
蔵
施
設
、
神

奈
川
県
横
須
賀
市
に
所
在
す
る
Ｇ
Ｎ
Ｆ
Ｊ
の
久
里
浜
工
場
の
貯
蔵
施
設
及
び
大
阪
府
泉
南
郡
熊
取
町
に
所
在
す
る
原
燃
工
の

熊
取
事
業
所
の
貯
蔵
施
設
に
お
い
て
保
管
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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二
十
一
に
つ
い
て

日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
原
燃
は
、
Ｇ
Ｎ
Ｆ
Ｊ
と
沸
騰
水
型
原
子
力
発
電
所
用
燃
料
と
同
型
の
模
擬
燃
料

集
合
体
五
十
九
体
、
原
燃
工
と
加
圧
水
型
原
子
力
発
電
所
用
燃
料
と
同
型
の
模
擬
燃
料
集
合
体
二
体
及
び
三
菱
原
燃
の
親
会

社
で
あ
る
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
（
以
下
「
三
菱
重
工
」
と
い
う
。
）
と
加
圧
水
型
原
子
力
発
電
所
用
燃
料
と
同
型
の
模
擬

燃
料
集
合
体
四
十
六
体
の
成
型
加
工
契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
三
菱
重
工
は
、
当
該
模
擬
燃
料
集
合
体
四

十
六
体
の
成
型
加
工
を
三
菱
原
燃
に
委
託
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
十
六
に
つ
い
て

「
日
本
原
燃
株
式
会
社
再
処
理
施
設
の
試
験
運
転
に
係
る
対
応
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
本
年
三
月
十
七
日
に
日
本
原
燃

か
ら
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
日
本
原
燃
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
再
処
理
施
設
試
験
運
転
全
体
計
画
書
」
に
よ
れ

ば
、
使
用
済
燃
料
を
用
い
て
原
燃
再
処
理
工
場
の
生
産
性
能
及
び
安
全
性
能
が
設
計
ど
お
り
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
試
験

運
転
（
以
下
「
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
」
と
い
う
。
）
で
使
用
す
る
使
用
済
燃
料
の
集
合
体
の
数
は
、
沸
騰
水
型
原
子
力
発

電
所
で
使
用
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
が
約
千
二
百
五
十
体
、
加
圧
水
型
原
子
力
発
電
所
で
使
用
さ
れ
た
使
用
済
燃
料
が
約
四
百

六
十
体
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
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ま
た
、
日
本
原
燃
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
ど
の
原
子
炉
で
使
用
さ
れ
た
燃
料
を
用
い
る
か
な
ど
集
合
体
の
数
以
外
の
お

尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
十
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
の
保
障
措
置
下
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
施
設
が
い
か
な
る
条
件
を
満
た

せ
ば
国
際
原
子
力
機
関
（
以
下
「
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
」
と
い
う
。
）
の
保
障
措
置
下
に
あ
る
こ
と
に
な
る
の
か
に
つ
き
我
が
国
政
府

と
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
と
の
間
で
合
意
さ
れ
た
明
確
な
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
原
燃
再
処
理
工
場
に
係
る
施
設
附
属
書
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
六
年
一
月
十
九
日
付
け
で
合
意
済
み
で
あ
り
、
原
燃
再
処
理
工
場
に
対
す
る
査
察
等
の
具
体
的
な
保
障
措

置
活
動
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。

施
設
附
属
書
に
は
施
設
の
設
計
情
報
、
適
用
さ
れ
る
保
障
措
置
の
態
様
等
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
公
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
日
本
原
燃
の
正
当
な
利
益
を
害
し
、
ま
た
、
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
に
よ
る
保
障
措
置
の
円
滑
な
実
施
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
答
弁
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

二
十
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
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和
六
十
三
年
条
約
第
五
号
。
以
下
「
日
米
協
定
」
と
い
う
。
）
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国

政
府
と
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
四
十
七
年
条
約
第
九
号
。
以
下
「
日
仏
協
定
」
と
い
う
。
）
、
原
子

力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
政

府
と
の
間
の
協
定
（
平
成
十
年
条
約
第
十
三
号
。
以
下
「
日
英
協
定
」
と
い
う
。
）
、
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協

力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和
五
十
七
年
条
約
第
十
三
号
。
以
下
「
日
豪
協
定
」

と
い
う
。
）
並
び
に
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
和

三
十
五
年
条
約
第
八
号
。
以
下
「
日
加
協
定
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
日
仏
協
定
及
び
日
英
協
定
に
は
、
再
処
理
の
実
施
に

係
る
規
定
は
存
在
し
な
い
が
、
日
米
協
定
、
日
豪
協
定
及
び
日
加
協
定
に
は
、
再
処
理
の
実
施
に
係
る
規
定
が
存
在
す
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
本
件
ウ
ラ
ン
試
験
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
ウ
ラ
ン
試

験
は
使
用
済
燃
料
で
は
な
く
劣
化
ウ
ラ
ン
か
ら
成
る
模
擬
燃
料
を
用
い
て
行
わ
れ
る
試
験
で
あ
っ
て
、
一
般
に
、
使
用
済
燃

料
を
用
い
て
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
等
を
使
用
の
目
的
で
抽
出
す
る
こ
と
と
認
識
さ
れ
て
い
る
再
処
理
に
は
該
当
し
な
い
と
解
さ
れ
、

ま
た
、
日
米
協
定
、
日
仏
協
定
、
日
英
協
定
、
日
豪
協
定
及
び
日
加
協
定
（
以
下
「
日
米
協
定
等
」
と
い
う
。
）
の
再
処
理

に
係
る
規
定
以
外
の
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
試
験
を
規
律
す
る
も
の
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
日
米
協
定
等
上
、
本
件
ウ
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ラ
ン
試
験
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
日
米
協
定
等
の
相
手
国
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
使
用
済
燃
料
を
用
い
て
行
わ
れ
る
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
に
係
る
お
尋
ね
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

日
米
協
定
第
五
条
�
に
お
い
て
は
、
日
米
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
は
両
当
事
国
政
府
が
合
意
す
る
場
合

に
は
再
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
規
定
を
踏
ま
え
、
「
原
子
力
の
平
和
的
利
用
に
関
す
る

協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
第
十
一
条
に
基
づ
く
両
国
政
府
の
間
の
実
施
取
極
」

（
以
下
「
日
米
取
極
」
と
い
う
。
）
第
一
条
�
�
及
び
同
条
�
�
�
に
お
い
て
は
、
両
当
事
国
政
府
が
日
米
取
極
の
附
属
書

一
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
日
米
協
定
に
基
づ
い
て
移
転
さ
れ
た
核
物
質
等
の
再
処
理
を
行
う
こ
と
に
つ
き
合
意
す
る
旨
が

規
定
さ
れ
て
い
る
。
原
燃
再
処
理
工
場
は
、
こ
れ
ま
で
日
米
取
極
の
附
属
書
四
に
掲
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
日
米
取
極
第
二
条

�
の
規
定
に
従
っ
て
、
平
成
十
六
年
三
月
十
七
日
付
け
で
我
が
国
政
府
か
ら
文
書
に
よ
る
通
告
を
行
い
、
同
日
付
け
で
米
国

政
府
か
ら
文
書
に
よ
る
受
領
通
知
を
受
領
し
た
こ
と
に
よ
り
、
原
燃
再
処
理
工
場
は
附
属
書
四
か
ら
削
除
さ
れ
、
同
附
属
書

一
に
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
を
行
う
こ
と
が
日
米
協
定
上
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
考
え

て
い
る
。
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日
豪
協
定
に
お
い
て
は
、
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
を
行
う
た
め
に
は
、
原
燃
再
処
理
工
場
が
日
豪
協
定
の
附
属
書
Ｂ
に
基

づ
く
実
施
取
極
（
以
下
「
日
豪
取
極
」
と
い
う
。
）
に
添
付
さ
れ
て
い
る
「
日
本
国
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
」
六
�
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
、
原
燃
再
処
理
工
場
は
「
日
本
国
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計
画
」
六
�
に
は
掲

げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
、
日
豪
取
極
�
�
の
規
定
に
従
い
、
原
燃
再
処
理
工
場
を
「
日
本
国
の
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
計

画
」
六
�
に
追
加
す
る
た
め
に
必
要
な
通
告
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

日
加
協
定
に
お
い
て
は
、
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験
を
行
う
た
め
に
は
、
原
燃
再
処
理
工
場
が
「
改
正
後
の
原
子
力
の
平
和

的
利
用
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
日
本
国
政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
協
定
第
三
条
�
及
び
�
の
実
施
に
関
す
る
日
本
国

政
府
と
カ
ナ
ダ
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
」
（
以
下
「
日
加
取
極
」
と
い
う
。
）
第
二
部
�
�
に
規
定
さ
れ
る
「
現
在
の
及

び
予
定
中
の
日
本
国
の
原
子
力
計
画
」
�
�
�）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
、
原
燃
再
処
理
工
場
は

「
現
在
の
及
び
予
定
中
の
日
本
国
の
原
子
力
計
画
」
�
�
�）
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
今
後
、
日
加
取
極
第
二
部
�

の
規
定
に
従
い
、
原
燃
再
処
理
工
場
を
「
現
在
の
及
び
予
定
中
の
日
本
国
の
原
子
力
計
画
」
�
�
�）
に
追
加
す
る
た
め
に
必

要
な
手
続
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

日
仏
協
定
及
び
日
英
協
定
に
つ
い
て
は
、
再
処
理
の
実
施
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い
た
め
、
本
件
ア
ク
テ
ィ
ブ
試
験

一
四



を
行
う
に
当
た
っ
て
、
協
定
の
相
手
国
の
同
意
を
得
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
十
九
に
つ
い
て

二
十
八
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
原
燃
再
処
理
工
場
に
つ
い
て
は
、
日
米
取
極
の
附
属
書
四
か
ら
削
除
さ
れ
、
同
附

属
書
一
に
追
加
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
日
米
協
定
に
は
、
「
米
国
が
供
給
し
た
核
物
質
が
付
属
書
四
に
属
す
る
施
設
に
置
か
れ
る
、
あ
る
い
は
同
施
設
で

使
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
両
国
政
府
間
で
の
協
議
と
取
極
め
が
必
要
」
で
あ
る
旨
を
定
め
た
規
定
は
存
在
し
な
い
。

一
五
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